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会社概要

253億8,964万株

商号 株式会社みずほフィナンシャルグループ

上場
（証券コード）

東京証券取引所第１部 （8411）
ニューヨーク証券取引所 （MFG）

所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

代表者
取締役 執行役社長 グループCEO

坂井 辰史

連結粗利益
（17年度）

1兆9,153億円

従業員数 60,051人 発行済
普通株式総数

総資産額 205兆283億円

親会社株主
純利益
（17年度）

5,765億円

純資産額 9兆8,212億円

（2018年3月31日時点）

（外数、
平均臨時従業員数） （20,076人）
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One MIZUHO戦略

信託銀行 証券
みずほフィナンシャルグループ

リテール・事業法人カンパニー

大企業・金融・公共法人カンパニー

グローバルコーポレートカンパニー

グローバルマーケッツカンパニー

アセットマネジメントカンパニー

グローバルプロダクツユニット

リサーチ&コンサルティングユニット

アセット

マネジメント

リサーチ&

コンサルティング

お客さま

個人/中小企業/中堅企業

大企業法人/金融法人/
公共法人

米州/欧州/東アジア
アジア・オセアニア

投資家

投資家

アセット
マネジメント

One

みずほ
総合研究所

みずほ
情報総研

み
ず
ほ
信
託
銀
行

み
ず
ほ
銀
行

み
ず
ほ
証
券

本邦トップレベルの
顧客基盤

証券総合口座数

175万

中堅・中小企業等
融資先

10万先

本邦上場企業
カバレッジ

7割

Forbes Global 200*

カバレッジ（非日系先）

8割

個人顧客

2,400万

（概数）

* Forbes Global 2000のうち上位200社（除く金融機関）
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本格的な高齢社会が到来、日本は既に「超高齢社会」

戦後一貫して続いてきた人口ボーナス局面から、人口オーナス局面に転換

「総人口に占める65歳以上の割合」（高齢化率）は、 2018年の28.2％から、2035年には32.8％まで上昇する見通し

※国連等では、高齢化率7%超で「高齢化社会」、14%超で「高齢社会」、21%超で「超高齢社会」と定義
⇒日本は既に「超高齢社会」に突入
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【 高齢化の推移と将来推計 】

（資料） 「高齢社会白書」より、みずほ総合研究所作成
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中長期的には有価証券の半分を70歳以上が保有することも

個人金融資産の高齢者への偏在は一層進む見通し

特に有価証券については過半を70歳以上が保有することになる可能性も

（注）折れ線は70歳以上の比率。
（資料） 「全国消費実態調査」（総務省）、「世帯数将来推計」（国立社会保障・人口問題研究所）より、みずほ総合研究所推計

【 家計金融資産残高の将来予測（年齢階層別） 】

＜金融資産全体の年齢階層別内訳＞ ＜有価証券保有者の年齢階層別内訳＞
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高齢化の進展に伴い、認知症患者も増加

認知症患者は、2030年に830万人（人口の7%）、2060年に1,154万人（同12%）まで増加する可能性

認知症の有病率が上昇する場合、最大で高齢者の3人に1人が認知症に

金融資産の年齢階層別残高を踏まえると、2035年時点で有価証券の15%を認知症の高齢者が保有する計算に

【 65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率】

（注）有病率は、各年齢の認知症有病率が上昇する場合の比率。破線間は95％信頼区間を示す。
（資料） 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）
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「人生100年時代」に向けた金融サービスのあり方

資産形成期 資産運用・承継期 相続後

退職 死亡

 退職世代の就労継続と現役時代からの
継続的な資産形成
－つみたてNISA投資期間確保
－DC拠出可能年齢・拠出上限額引上げ

 老後資金の「見える化」
－職場投資教育、金融リテラシー向上

 退職金・企業年金の活用
－高齢者に相応しい商品・サービス

 資産を効果的に運用しながら取り崩す
金融商品・サービス

 住み替えや住宅資産の有効活用
－公的保証によるリバースモゲージ普及
－既存住宅の資産価値評価見直し

 フィナンシャル・ジェロントロジーの進展等を踏まえたきめ細かな高齢投資家保護
－認知能力や判断能力に応じた対応、商品のリスクや複雑さに応じた対応の徹底

 高齢者の側に立ってアドバイス等ができる担い手の充実

 成年後見人による資産管理等
－元本保証が求められる後見制度支援信託につき、一定の要件下での運用対象拡大

 金融・非金融との連携

健康判断 認知症判断

就労･積立･運用の継続による所得形成 資産の有効活用・取崩し 長生きへの備え、資産承継

高齢者が安心して資産の有効活用を行うための環境整備

市
場
Ｗ
Ｇ
「
検
討
に
当
た
っ
て
の
指
摘
」

高齢化の進展金融資産の伸び悩み 金融資産の高齢化

地方⇒都市資産移転加速資産寿命＜生命寿命老後不安による過度な節約 家計資産の硬直化

ライフスタイル多様化環
境
認
識

顧客本位の業務運営
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高齢者向け金融サービスには変革の波 ～ライフスタイル・ニーズの多様化～

高齢社会において、高齢者におけるお客さまのニーズが多様化

金融機関は、お客さまのニーズを起点とした取組みが一層重要に

積立・資産運用 資産管理・取崩し

ライフ
ステージ

金融
ニーズ

資産形成期 資産運用期・承継期

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～

大学
入学

就職

結婚

住宅購入

子どもの進学

退職

セカンドライフ

日常の決済

資産承継

長生き・働けなくなるリスク対策

保険（保障、貯蓄機能）

住宅ローン等 リバースモーゲージ等

未婚者の増加

賃貸派の増加

子どものいない
世帯の増加

ライフスタイルの多様化

非金融
ニーズ

・家事代行 ・見守りサービス
・住宅リフォーム/建替
・介護施設の紹介 等

多様なニーズ
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シームレスなソリューション提供

資産
承継

資産
運用

資産
管理

医療
健康

介護
施設

見守り
サービス

金融業者 非金融業者

・・・ ・・・

・・・

利用者の真のニーズを起点とした
「シームレス」なソリューション提供

余生を豊かに暮らしたい

金融
ニーズ

非金融
ニーズ

真のニーズ

資産
管理

資産
承継

資産
運用

医療
健康

介護
施設

見守り
サービス

証券

証券

等

現状 ありたき姿

他業禁止FW規制等

ニーズごとのサービス提供

現状、高齢者は、ニーズごとに金融・非金融業者を探し、個別に相談

高齢者の「真のニーズ」を起点として、金融・非金融を跨ぐ多様なサービスを繋げた「シームレス」な
ソリューション提供を受けられるようにすることが重要

①職員の対応力向上 ②財産管理に資するサービスの充実 ③地域資源との連携

みずほグループの取組み



Ⅳ．みずほグループの取組み事例
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取組み概観

 認知症サポーター養成の取組み

 シニアコンコンサルタントの導入

 選べる安心信託

 特殊詐欺防止の取組み

 地方自治体との連携

①職員の対応力向上

②財産管理に資する
サービスの充実

③地域資源との連携
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認知症サポーター養成の取組み

 累計 約3,800名
 ロビー担当の採用時研修に、認知症サポーター養成講座を導入
 地域包括支店センターと連携し、ロビー担当だけでなく、行員全員がサ

ポーターとなる取り組みを行っている営業店もあり

みずほ銀行

みずほ信託銀行

みずほ証券

 累計 約100名
 ロビー担当の採用時研修に、認知症サポーター養成講座を導入

 累計 約5,400名
 社内における講師役（キャラバン・メイト）の養成研修を実施。内部管理

責任者が講師役となり、各営業店で認知症サポーター養成講座を実施
 以後、新入社員の集合研修に、認知症サポーター養成講座を導入

①職員の対応力向上
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シニアコンサルタント

高齢者に“みまもりサービス”を付加価値

として提供し、高齢者とその家族を繋ぐ

元気な高齢者に対して、“自分の生活を

豊かにする”という観点から金融商品・サービスを提供

「LIFE」視点のビジネス「CARE」視点のビジネス

Ａｇｉｎｇビジネス1.0

高齢者（要支援・要介護）を支える

商品・サービスの提供

Ａｇｉｎｇビジネス2.0

高齢者自身が積極的に自分の生活を
豊かにする「LIFE SHIFT」市場（前向
き消費）に向けた商品・サービスの提供

LIFE 
SHIFT

人生100年時代

2022年3月2018年8月

24名
2019年3月

75名 150名

シニアコンサルタント配置計画

①職員の対応力向上 みずほ証券

目指すは、“金融見守りサービス”＆元気な高齢者に対して“豊かさを創造する”証券会社
高齢顧客およびそのご家族との世代を超えたリレーションの構築を目的に「シニアコンサルタント」を設置

シニアコンサルタントの概要

資格・
研修

保有資格：AFP/相続診断士/
認知症サポーター

受講研修： J-IRISと連携した社内研修

役割

 高齢顧客との面談を通じたリレーション再構築

 承継プロダクト提供等による高齢者ニーズへの対応

 資産承継等による取引の継続

【相続診断士マーク】
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みずほ信託銀行では、高齢者向け商品として2017年に「選べる安心信託」を開発。契約者は一人暮らしの女性が
大半で、平均年齢は83歳と高く、高齢者の資金管理ニーズに対応

「みまもり・警備」「家事代行」「介護・老人ホーム」等のサービス提供会社への紹介も行い、非金融分野の
ニーズにも対応

選べる安心信託

金融
サービス

（元本保証）

（資料） みずほ信託銀行資料より、みずほ総合研究所作成

資産承継

使い過ぎ
防止

詐欺被害
防止

個人賠償
責任保険

支払い
負担軽減

生活
サポート
サービス

相談できる
窓口

家事代行
介護・老人
ホーム

みまもり・
警備

住まいの改
修

「安全に」資産をまもり、のこす 「安心」して利用できるサービス

ニーズに「トータルに」「柔軟に」対応

「選べる安心信託」

【 パッケージ商品の例：「選べる安心信託」（みずほ信託銀行） 】

みずほ信託銀行
②財産管理に資する
サービスの充実
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「選べる安心信託」の認知症対応 みずほ信託銀行

詐欺被害に遭わないよう、
資金をガードしておきたい・・・

・払出・中途解約を本人単独ではできない
・ご親族等から手続代理人を指定し、必ず手続代
理人とともに手続き
・ご本人さま単独での払い出しを制限することで、詐
欺被害を防止

＜解約制限機能＞

・手続代理人は単独で払出および追加信託が可能

認知症を発症した場合に備えて、
家族が払出手続きをできるようにしたい

＜認知症対応機能＞

成年後見の申立て等の
手続き不要

②財産管理に資する
サービスの充実

詐欺被害防止や、認知症への備えのため、ご本人さまでも簡単に解約できないように、資金の払い出しに
ガードをかける機能を持つ
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②財産管理に資する
サービスの充実

みずほ銀行/みずほ信託銀行特殊詐欺被害未然防止の取組み

みずほ銀行・みずほ信託銀行では、特殊詐欺（振り込め詐欺等）被害未然防止のため、ロビー、窓口、ATMコーナー
でのお声かけや、ポスター、チラシ、ウェブサイト、ATM画面への表示等を通じたお客さまへの注意喚起を強化

みずほ銀行・みずほ信託銀行の各店舗では、各地域の所轄警察署と緊密に連携しながら、こうした取り組みを継続す
ることにより被害の未然防止に努めている

お客さまへの注意喚起例（ウェブサイト）

手口の紹介

預金を守るポイント
の案内

１．ATMご利用限度額の引下げ
２．生体認証ICキャッシュカードの利用
３．暗証番号を「類推されにくい番号」に設定
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（出所）みずほ銀行HP

 2018年3月、世田谷区と「世田谷区における包括連携に関する協定書」を締結

同区が抱える様々な課題の解決や公共サービスの向上に向け、「高齢者見守り」、「金融教育の実施」、
「空き家対策」等に取り組んでいる

同区との高齢者見守り協定に基づき、みずほ銀行内の店舗等による業務内で、行政による支援が必要と思われる
高齢者の見守りを行い、区または「あんしんすこやかセンター」に連絡する体制を構築

包括連携協定の概要

包括連携協定の分野 主な取組み内容

(1) 防災及び危機管理
・建築耐震化の促進及び木造住宅密集地域の解消
・空き家等対策

(2) 子ども、若者及び子育て支援
・金融教育の実施
・待機児童問題解消

(3) 高齢者及び障害者福祉等 ・高齢者見守り

(4)スポーツ推進
・東京2020大会に向けた気運醸成を図る協力・連携
・スポーツ推進（障害者スポーツ推進の啓発等）

(5) 区の施策PR ・ふるさと納税等の寄附文化の啓発協力

(6) その他（地域活性化及び区民
サービス向上に向けた取組み）

・たまがわ花火大会協賛及びクリーン作戦
・せたがやふるさと区民まつり協賛 等

地方自治体との連携
みずほ銀行/みずほ信託銀行/

みずほ証券
③地域資源との連携



Ⅴ．今後の課題
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今後の課題

認知能力
の度合い
に応じた
サービス
提供

 認知能力の把握とそれに応じたサービスの実現

認知能力に応じた必要十分な金融サービスを提供できていないケースもある
（認知能力を客観できる指標があると望ましい）
⇒認知能力に応じたソリューション・サービスの提供へ

 お客さまをサポートする仕組みの充実

認知能力が低下した人も自身のニーズに沿った必要十分な金融サービスを
受けられるよう、成年後見制度をはじめ、預貯金・財産の適切な管理や
運用をサポートする仕組みに改善余地がある

 「シームレス」なサービスの実現

現行規制（従来型金融規制）では、お客さまが、新たな付加価値を伴う
金融・非金融に跨る「シームレス」なソリューション・サービスを十分に
提供できないケースもある

シームレスな
サービス



（参考資料）
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ＣＯＬＴＥＭの活動 みずほ情報総研

 COLTEMにおいては、高齢者世帯の生活の安寧を、健康時から認知症で判断能力が低下した状態まで途切れなく支え
る革新的かつ経済的な包括的支援システムを、法学、工学、医学の研究者、実務家、企業および行政が一体となった
チームで開発するための検討を行っている。みずほ情報総研が協力企業として加入。

資料：ＣＯＬＴＥＭのＨＰより

COLTEM所属の医師・弁護士・司法書士・社会福祉士らが

執筆した「実践認知症の人にやさしい金融ガイド」の発行
に協力（2017年9月）

COLTEMの概要 「実践 認知症の人にやさしい金融ガイド」の発行

京都銀行様
損保ジャパン日本興亜様
第一生命保険株式会社様
大日本印刷株式会社様
ベネッセスタイルケア様
みずほ情報総研株式会社
三井住友銀行様
三井住友信託銀行様

協力会社
（50音順）
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みずほ情報総研認知症者の社会参加事業創出に関する調査研究

（注）SIB（ソーシャル・インパクト・ボンド）：官民連携の仕組みの一つで、行政や民間事業者及び資金提供者等が連携して、社会問題の解決を目指す成果志向の取組

厚生労働省が推進する「地域共生社会」の実現に向け、地域経済活動の活性化と認知症者の自立支援等の同時実現を目指して、
ソーシャル・インパクト･ボンド等の社会的インパクト投資の仕組を活用した、事業創出のための試行事業を実施（みずほ情報
総研が委託事業のもとコンソーシアムの代表を担当） 。

 本年度は、2自治体において認知症予防を目的とした脳の健康プログラム導入計画を策定中（みずほ情報総研が老人保健事業
推進費等補助金に基づき実施）。

• 介護、医療等の支援だけでなく、当事者が求める社会参加
の機会（地域で暮らすための仕掛け）づくりが必要であること

• 当事者のQOL向上、認知機能の維持、家族の介護離職防
止・就業継続さらに将来の介護給付費削減といった社会・経
済的効果を実証しその手法を拡げる必要があること

認知症と共に生きる社会づくりに関する課題

社会的事業に関する課題

ソーシャル・インパクト・ボンド導入にあたっての課題

• 認知症者による追分梅林の再生、農業生産
活動による果樹、野菜等の栽培と販売

• 認知機能等の維持、本人、家族等のQOL向上
• 認知症者、地域住民、大学生等と協業

• 歴史的、文化的価値のある追分梅林の再生、
農福連携を特徴の一つとした県立公園観光資源化による地域経済活性化

• 認知症の人
• 追分梅林組合および地域住民、家族等
• 近畿大学農学部教員、学生

活動概要・ねらい

参加者

• 地域の福祉専門職
• 事業統括スタッフ• 行政からの財政支援を成果に基づく仕組みへと転換すること。

• 社会的事業への民間からの融資等を促すこと
• 事業主体が指標に基づいて事業を改善することで、事業の
効果を更に向上すること

• 適正な事業規模の見込み方
• 予算編成等、行政内部の手続き・準備等に関する情報不足
• 行政内部におけるSIBに関するマネジメント機能の未整備
• 住民の理解を深めるための手法

資金提供者
（民間）

サービス提供者
（民間）

行政

サービス対象者
サ
ー
ビ
ス

評
価
基
幹

指標に基づき事業を客観的に評価

サービスの提供
※指標に通じた事業の改善（随時）

提供された資金の返済など

サービス提供者に資金を提供

指標に基づき事業を客観的に評価

評価報告

事前に目標・指標を設定

目標達成（成果）
に応じてサービス提供者へ支払

 みずほ情報総研は
実証事務局として関与

社会的課題と対策（奈良市追分梅林における社会的事業の創出）
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みずほ情報総研認知症と共に生きる社会作りに向けた表彰事業等

全国の基礎自治体、認知症支援に関連する事業者等より、認知症と共に生きる社会づくりに向けた取組事例を公募
応募事例を取材した資料をもとに、有識者による事例分析を行い、今後全国の自治体、関係機関において参考となる
先進的事例を表彰（ みずほ情報総研が老人保健事業推進費等補助金に基づき実施） 。平成30年度からは、NHK厚生
文化事業団が本事業を引き継ぎ実施中。

また、当事者が語る、認知症と共に生きる社会づくりに向けた意見等を映像資料化し、全国の基礎自治体等に発信
（厚生労働省HPに映像資料リンク中） （老人保健事業推進費等補助金に基づき実施）。
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みずほ総研官公庁関連の取り組み及び情報発信等

みずほ総合研究所では、2018年1月に緊急リポート「高齢社会と金融」を公表し、高齢化や認知症患者の増加等を踏
まえた政策提言を実施。その後も、金融庁における「高齢社会における金融サービズのあり方」の検討に参画

また、認知症に限らず高齢化や金融資産に関連して広く情報発信を実施

官公庁関連の取り組み

みずほ総合研究所から高田創が
金融審議会「市場ワーキング・
グループ」に委員として参画

情報発信への取り組み

『高齢社会と金融』
（2018/1）

『高齢化の常識に反する2事例、
高齢者に有価証券集中』（2018/2）

『都道府県別の高齢化と個人
金融資産の状況』（2018/12）




